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全ての介護サービス・障がい者福祉サービス従事者への 

新型コロナウイルス感染症緊急ＰＣＲ検査等を求める要望書 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、2 回目の緊急事態宣言が埼玉県を含む 11 都府県に発令

されました。感染拡大が始まって 1年にわたり、高齢者介護・障がい者福祉の現場は、支援を必要

とする人々の生活を日々支えるために休みなく活動を続けています。      

1月 15日に埼玉県は、感染者が多い 12市に所在する高齢者入所施設職員を対象とした緊急 PCR

検査を実施すると発表しました。しかし介護保険事業の施設職員のみが対象です。介護保険事業で

は居宅系サービスと認知症グループホームなど多くの地域密着型サービス、障がい福祉関連事業

（障がい児者施設、在宅サービス）は全てが対象外です。すべての介護・福祉従事者は対面・接触

を避けることができず、自らが感染源になる、利用者から感染するリスクは高齢者介護も障がい者

福祉も同じです。介護施設職員のみを対象に実施するのはなぜでしょうか。 

介護保険や障がい者福祉サービス利用者の多くは在宅で介護を受けており、基礎疾患のある要介

護者や医療的ケア児など感染時の重症リスクが高い利用者、感染予防が困難な認知症などの障害が

ある方も少なくありません。施設とは異なり個々の家庭での対策はばらつきがあり、従事者側の予

防には限界があります。また最近は医療機関や療養施設に入ることができず在宅での療養を求めら

れるケースが増えていますが、このような場合にも訪問系サービスは対応しており、サービス従事

者の感染リスクは、施設職員以上に高いといえます。通所型サービスや居宅介護支援専門員、相談

支援専門員、福祉用具職員も同様の感染リスクにさらされています。 

さらに当事者・ケアラーにとっては、在宅介護従事者の感染で活動が止まれば、ケアラーの生活

も介護も崩壊しかねず、サービス提供者と利用者がともに要望を行う切迫した状況をご理解いただ

き、早急に 12市だけでなく、埼玉県内すべての介護福祉従事者を検査対象者としていただけるよ

う、強く要望いたします。 

（1 月 22 日の事務連絡「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査法方（要請）」

（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部）にある検査法も含めてご検討ください。） 

記 

＜ 要望内容 ＞ 

１． 埼玉県内すべての介護サービス従事者、福祉サービス従事者に県費による緊急ＰＣＲ検査等

を（検体プール検査法・抗原簡易キット含む）早急に実施してください。 

２． 12市に限らず、全県の介護サービス、障がい者福祉サービスを対象としてください。 
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